
日本を含む特定国からの航空旅客に対する入国制限緩和と更

なる国境再開措置（７月１日） 

 

２０２０年７月１日 

在ギリシャ日本国大使館 

 

 ギリシャ政府は，これまで新型コロナウイルス感染症対策として行ってきた入国制

限措置の緩和の一環として，７月１日から，日本を含むＥＵ・シェンゲン協定域外で感

染が抑制されている１４か国からの航空旅客の受け入れ再開と，更なる周辺国との

国境再開について以下のとおり発表しました。 

 

１ 日本など特定国からの航空旅客の入国制限緩和 

（１）ギリシャ政府は，ＥＵが発表した感染が抑制されている国々のリストに基づき，日

本をはじめとする１４か国（その国に合法的に長期滞在する外国人も対象とされるよ

うですが，観光や短期出張等で滞在している者は除かれるとのことです）からの入国

制限の緩和を決定しました。 

同リストに掲載されている国々は，以下のとおりです。日本，アルジェリア，豪州，カ

ナダ，ジョージア，モンテネグロ，モロッコ，ニュージーランド，韓国，ウルグアイ，ルワ

ンダ，セルビア，チュニジア，タイ。 

なお，同リストについては今後１４日ごとに再検討される予定とのことで，感染拡大

などがあった場合には，再度の制限がなされることもあり得るとのことです。 

（２）７月１日からギリシャのすべての空港で国際便を受け入れます。 

なお，７月１５日まで英国及びスウェーデンとの直行便は禁止されます。 

 

２ 国境再開拡大措置 

ギリシャ政府は，周辺国との１４か所の国境の内，既に再開されている２か所に加

えて新たに５か所を再開することを決定しました。該当となる国境ポイントは以下のと

おりです。 

（１）アルバニアとの国境：Kakavia（開かないとの一部報道もあり），Krystallopigi 

（２）北マケドニアとの国境：Evzones 

（３）ブルガリアとの国境（既に再開済み）：Promachonas，Nymfea（真に目的のある通

行者のみが許可されるとの一部報道あり） 

（４）トルコとの国境：Kastanies，Kipi 

なお，政府発表によればアルバニア，北マケドニア，トルコ国境では，真に目的の



ある通行者のみ許可され，だれでも通行できるわけではありません。 

 

３ 船舶による海外からの旅客の入国 

国際港については，パトラ及びイグメニッツァのみ再開される。 

 

現在，日本政府はギリシャへの渡航について，引き続き，感染症危険情報「レベル

３：渡航は止めてください。（渡航中止勧告）」を発出していますので，ご留意願いま

す。 
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